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半額・４分の１が免除されます。ただし、一部半額・４分の１が免除されます。ただし、一部
免除を受けた場合、免除された残りの保険料を免除を受けた場合、免除された残りの保険料を
納めないと未納と同じ扱いになります納めないと未納と同じ扱いになります
保険料納付猶予制度
対象対象　本人・配偶者の前年所得が一定の基準以　本人・配偶者の前年所得が一定の基準以
下の50歳未満の人下の50歳未満の人
猶予額猶予額　保険料の全額　保険料の全額
　※この制度は学生は利用できません　※この制度は学生は利用できません
学生納付特例制度
対象　本人の前年所得が一定基準以下の学生
猶予額　保険料の全額
失業による免除・猶予
　失業した時は所得があっても、雇用保険受給
資格者証（写し）などの書類を添付し申請すれば
免除または猶予になる場合があります。
免除・猶予額　保険料の全額または一部
新型コロナウイルス感染症の影響による特例
　新型コロナウイルス感染症の影響により国民
年金保険料の納付が困難な場合は、特例免除申
請ができます。
対象　新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て収入が減少し、所得が一定基準以下になること
が見込まれる人
免除・猶予額　令和２年２月以降の所得見込額
に応じ、保険料が免除（全額・４分の３・半額・
４分の１）または納付が全額猶予されます
共通事項
持ってくる物　印鑑（スタンプ印不可）・身分証
明書（学生の場合は学生証）
各種申請　保険年金課・鬼石総合支所鬼石振興課
　※郵送でも受け付けます
問い合わせ　保険年金課（☎402259）

　国民年金の第１号被保険者（毎月の保険料を
納める人）で、経済的な理由で保険料を納める
ことが困難な場合には、一定の基準により保険
料の納付が免除または猶予される制度がありま
す。
　※制度を利用するには申請して承認される必
要があります。申請は毎年必要で、本年度分の
申請を受け付けています。なお、申請は過去２
年分までさかのぼって行えます
　※保険料が免除や猶予になった期間は、年金
を受給するための資格期間10年に算入されま
すが、受け取る年金額は減額されます（下表）。
年金額を増やしたい場合は10年以内であれば
後から保険料を納めることができます

老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金受給資格期間

への算入
年金額
への反映

納付 ○ ○ ○
全額免除 ○ ○（一部） ○
一部納付 ○ ○（一部） ○
納付猶予 ○ × ○
未納 × × ×

　※未納のままにしておくと、障がいや死亡と
いった不慮の事故が発生した際の障害基礎年
金・遺族基礎年金や将来の老齢基礎年金を受け
られない場合があります
保険料免除制度
対象　本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定
基準以下の人
免除額免除額　所得に応じ、保険料の全額・４分の３・　所得に応じ、保険料の全額・４分の３・

国民年金制度からのお知らせ国民年金制度からのお知らせ
～保険料の免除および猶予について～～保険料の免除および猶予について～

問い合わせ　地域安全課（☎402245）

７月11日㈯～20日㈪

◆子どもと高齢者の交通事故防止◆子どもと高齢者の交通事故防止
　急な飛び出しや不用意な横断を予測した運　急な飛び出しや不用意な横断を予測した運
転で、子どもや高齢者の安全を守る運転を心転で、子どもや高齢者の安全を守る運転を心
掛けましょう。掛けましょう。
◆自転車の安全利用の推進◆自転車の安全利用の推進
　自転車は「車のなかま」です。自転車安全利　自転車は「車のなかま」です。自転車安全利
用五則を守り、傘差し運転、携帯電話やヘッ用五則を守り、傘差し運転、携帯電話やヘッ
ドホン使用など危険な運転はやめましょう。ドホン使用など危険な運転はやめましょう。
事故に備えて、自転車保険に加入していない事故に備えて、自転車保険に加入していない
場合は加入するように努めましょう。場合は加入するように努めましょう。
自転車安全利用五則自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る④安全ルールを守る
　飲酒運転・二人乗り・並進は禁止、夜間は　飲酒運転・二人乗り・並進は禁止、夜間は
ライトを点灯、信号を守る、交差点での一時ライトを点灯、信号を守る、交差点での一時
停止と安全確認停止と安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用⑤子どもはヘルメットを着用

◆飲酒運転の根絶◆飲酒運転の根絶
　「しない！させない！ゆるさない！」を合言　「しない！させない！ゆるさない！」を合言
葉に一人一人が積極的に飲酒運転の根絶に取葉に一人一人が積極的に飲酒運転の根絶に取
り組みましょう。り組みましょう。

　年間スローガン

　　「いそいでも　心のブレーキ　かけましょう」　　「いそいでも　心のブレーキ　かけましょう」

夏の県民交通安全運動を実施します！夏の県民交通安全運動を実施します！
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